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第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

１ 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意

見を求めるため、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成した旨そ

の他事項を公告し、公告の日から起算して１か月間準備書及びその要約書を縦覧に

供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

(1) 公告の日 

平成 27 年 10 月 30 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

平成 27 年 10 月 30 日（金）付けの次の日刊新聞紙（5 紙）に「公告」を

掲載した。                      （資料１参照） 

・ 朝日新聞  （大分県版 朝刊 29 面） 

・ 読売新聞  （大分県版 朝刊 31 面） 

・ 毎日新聞  （大分県版 朝刊 23 面） 

・ 西日本新聞 （大分県版 朝刊 23 面） 

・ 大分合同新聞（朝刊 19 面） 

 

上記の公告に加え、次の「お知らせ」等を実施した。 

・ 平成 27 年 10 月 29 日（木）より当社ウェブサイトに掲載した。 

（資料２参照） 

・ 九重町の広報誌「広報ここのえ 11 月号（平成 27 年 11 月 17 日（火）

発行 №714）」に掲載した。           （資料３参照） 

 

・ 九重町湯坪地区にて、回覧を実施した。      （資料４参照） 

 

 

(3) 縦覧場所 

九重町の公共施設２か所及び当社事業所１か所の計３か所にて縦覧を実

施した。 

［公共施設］ 

・ 飯田公民館（大分県玖珠郡九重町大字田野 1,624 番 123） 

・ 九重グリーンパーク九重町コミュニティセンター（大分県玖珠郡九重

町大字田野字後原 204 番地の 1） 

［当社事業所］ 

・ 八丁原発電所展示館（大分県玖珠郡九重町大字湯坪字八丁原 601 番地） 
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(4) 縦覧期間 

縦覧期間は、平成 27 年 10 月 30 日（金）から平成 27 年 11 月 29 日（日）

までとした。なお、飯田公民館については、土曜、日曜及び祝日を除いた。 

 

縦覧時間は、飯田公民館及び九重グリーンパーク九重町コミュニティセン

ターについては午前 8 時 30 分から午後 5 時まで、八丁原発電所展示館に

ついては午前 9 時から午後 5 時までとした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者総数：58 名 

［内訳］ ・飯田公民館                    3 名 

・九重グリーンパーク九重町コミュニティセンター   1 名 

・八丁原発電所展示館               54 名 

       

 

(6) インターネットの利用による公表 

当社ウェブサイトに準備書及び要約書を掲載し、公表した。（資料５参照） 

 

大分県及び九重町のウェブサイトと当社ウェブサイトをリンクすること

により、自治体のウェブサイトから準備書及び要約書を参照可能とした。      

（資料６、７参照） 

 

公表期間は、平成 27 年 10 月 30 日（金）0 時から平成 27 年 11 月 29 日（日）

24 時までとし、その期間中は常時アクセス可能な状態とした。（アクセス

数：758 件） 
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２ 環境影響評価準備書の説明会の開催 

 「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知させるた

めの準備書説明会（以下「説明会」という。）を開催した。 

 説明会の開催の公告は、準備書の縦覧等に関する新聞公告と同時に行う（資料１

参照）とともに、当社ウェブサイトにも掲載（資料２参照）して周知を行った。ま

た、九重町湯坪地区では、回覧（資料４参照）を実施した。 

 

(1) 開催日時 

平成 27 年 11 月 12 日（木） 午後 7 時 00 分から午後 8 時 27 分 

 

(2) 開催場所 

九重町基幹集落センター 集会室（大分県玖珠郡九重町大字湯坪 270 番地） 

 

(3) 来場者数 

18 名 
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３ 環境影響評価準備書についての意見の把握 

 「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意

見を有する者の意見書の提出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

提出期間は、平成 27 年 10 月 30 日（金）から平成 27 年 12 月 13 日（日）

までとした。（縦覧期間及びその後２週間） 

 

(2) 意見書の提出方法 

当社への郵送による書面の提出（資料８参照） 

 

縦覧場所（八丁原発電所展示館）に備え付た意見書箱への投函及び説明会

会場内に備え付けた意見書箱への投函   

 

 

(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出により述べられた環境の保全の見地からの意見は１通（意見

総数：３件）であった。 
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日刊新聞紙に掲載した公告 

 

１ 公告内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 公告を掲載した日刊新聞紙 

平成 27 年 10 月 30 日（金）の朝刊に掲載 

・ 朝日新聞  （大分県版 29 面） 

・ 読売新聞  （大分県版 31 面） 

・ 毎日新聞  （大分県版 23 面） 

・ 西日本新聞 （大分県版 23 面） 

・ 大分合同新聞（19 面） 

 

資料１ 
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当社ウェブサイトへの掲載内容 

（平成 27 年 10 月 29 日（木）より掲載） 

 

 

 

資料２ 
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広報誌に掲載したお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（掲載内容 P20） 

資料３ 
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九重町湯坪地区で実施した回覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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当社ウェブサイトに掲載した準備書及び要約書 

（掲載期間：平成 27 年 10 月 30 日（金）～ 平成 27 年 11 月 29 日（日）） 

 

 

 

資料５ 
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大分県ウェブサイト 

 

 

資料６ 
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九重町ウェブサイト 

 

 

資料７ 
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意見書様式 

 

 

資料８ 
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第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概

要とこれに対する事業者の見解 

 

 「環境影響評価法」第 18 条第１項の規定に基づき、準備書についての意見書の

提出により述べられた環境の保全の見地からの意見は３件であった。 

 「環境影響評価法」第 19 条の規定に基づく、準備書についての意見の概要並び

にこれに対する事業者の見解は次のとおりである。 

 なお、提出された意見については、原文どおり記載した。 

 

１ 事業計画及び環境全般 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

発電能力の増強による地下資源

（地熱）への影響の程度と、その科

学的根拠 

今回の大岳発電所更新では、既存の生

産井及び還元井を流用し、利用する地下

資源量は現状と変わらないことから、更

新後においても地下資源、温泉への影響

の増大はありません。 

発電機出力の増加は、ダブルフラッシ

ュ方式の採用等による発電設備全体の

効率向上によるものです。 

なお、既存の大岳発電所は昭和 42 年

運転開始以降、安定した運転(地熱資源

の活用)を継続しており、発電所近傍の

大岳地獄や発電所周辺の温泉モニタリ

ング傾向からも地熱資源及び温泉への

影響は認められていません。 

2 

環境アセスでは、地下資源は対象

ではないかもしれませんが、総合的

な観点からの自然の保全について、

ご意見をお聞かせ願いたいです。 

大岳発電所更新における環境影響評

価項目は、事業特性及び地域特性に関す

る情報を踏まえ選定しております。 

今回の大岳発電所更新は、既存の生産

井及び還元井を流用することから、温泉

に関する環境影響評価は行いませんが、

今後とも温泉を含む周辺環境に対して

配慮しながら進めてまいります。 
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２ その他 

No. 意見の概要 事業者の見解 

3 

平成 24 年に環境省から告示され

た、公園内での地熱開発に係る取り

扱いの開発の優良事例に該当するの

でしょうか？ 

本影響評価の、どの部分をもって、

優良事例であれば、優良事例となっ

たのか？ 

大岳発電所の更新計画地点は、国立・

国定公園区域外であるため、平成 24 年

環境省の告示には該当しません。 

ただし、第 3 種特別地域近傍であるこ

とに配慮し、自然環境や風致景観等の影

響を最小限に留める計画としています。

 


